
通  所  介  護  契  約  約  款 

 

（通所介護サービスの内容） 

 

第１条  通所介護サービスは、事業者が管理運営する施設において、利用者が自立した日常生活を営むこと 

及び利用者の家族の負担を軽減することを目標に、利用者の日常生活に関する相談・助言、健康状 

態の確認その他利用者に必要な介護、並びに機能訓練等を行うサービスです。 

 １ 事業者は、次の施設及び日程によりサービスを提供します。 

 ２ サービス提供に当たっては、別添の「通所介護サービス計画書」に沿って提供します。 
 

  サービス提供 
 
 を行う施設 

 所在地  横浜市保土ヶ谷区川島町１５１５－３番地 

 名称    デイサービスセンター 
              かわしまホーム 

 電 話 
   045（372）0300 

 
 
  日程：日曜日から土曜日までの午前9時30から午後4時30分まで、健康状態の確認、入浴、昼食、 

レクリエーション等のサービスを行います。   
 
 
 
（担当者） 
 
第２条  通所介護サービスの提供責任者は、次の者です。サービスについてご相談や苦情等がある 

    場合は、どんなことでもお寄せください。 

 

    氏名：  竹原  美代子          連絡先（電話）：    ０４５ － ３７２ － ０３００   

 

 

（実施地域） 

 

第３条  通所介護サービスを実施する通常の地域は、横浜市内（保土ヶ谷区、旭区、西区、神奈川区）です。 

 

 

（利用者負担金） 

 

第４条  利用者の方からいただく利用者負担金は、次のとおりです。 

１ この金額は、介護保険の法定利用者負担金（その１割、２割又は３割）の額です。 

２ 利用者負担金については、毎月月末締めにて翌月２７日に銀行または郵便局から引落しさせて頂き、 翌々

月１５日頃までに領収書を発行いたします。 

３ 次の各号に掲げるものに係る経費については、実費相当分をご負担いただきます。 

②  食事代（食材料費＋調理コスト） 

       ②  おむつ代（紙オムツ100円・リハビリパンツ100円・パット50円） 

       ③  通常の事業実施地域を超えて通所介護サービスを提供する場合の送迎にかかる交通費 

       ④  通所介護サービスで提供されるサービスのうち，日常生活においても必要とされるもの 

４ 通常のレクリエーション以外に行う特別な行事に係る経費については、事前に説明したうえで、 

ご負担いただくことがあります。 

  ５ 通常の事業の実施地域を越えて行う訪問、介護等に要した交通費は徴収しない。 

  



 

[１日基本利用料・加算及び利用者負担実費] 

保

険

適

用

分 

要介護度 算定基準 
基本利用料 10 割 
(単位数×10.72) 

利用者負担金 
（1割） 

利用者負担金 
（２割） 

利用者負担金 
（３割） 

要介護 １ ６５８単位 ７，０５３円 ７０６円 １，４１１円 ２，１１６円 

要介護 ２ ７７７単位 ８，３２９円 ８３３円 １，６６６円 ２，４９９円 

要介護 ３ ９００単位 ９，６４８円 ９６５円 １，９３０円 ２，８９５円 

要介護 ４ １０２３単位 １０，９６６円 １，０９７円 ２，１９４円 ３，２９０円 

要介護 ５ １１４８単位 １２，３０６円 １，２３１円 ２，４６２円 ３，６９２円 

そ

の

他

の

加

算 

入浴介助加算(Ⅰ) ４０単位 ４２８円 ４３円 ８６円 １２９円 

個別機能訓練加算 

(Ⅰ)イ 
５６単位／日 ６００円 ６０円 １２０円 １８０円 

個別機能訓練加算 

(Ⅱ) 
２０単位／月 ２１４円 ２２円 ４３円 ６５円 

生活機能向上 

連携加算(Ⅱ) 

１００単位／  

月 
１，０７２円 １０８円 ２１５円 ３２２円 

認知症加算 ６０単位／日 ６４３円 ６５円 １２９円 １９３円 

栄養アセスメント

加算 
５０単位／月 ５３６円 ５４円 １０８円 １６１円 

口腔機能向上加算 

(Ⅰ) 

１５０単位／

月 
１，６０８円 １６１円 ３２２円 ４８３円 

サービス提供体制 

強化加算(Ⅰ) 
２２単位／回 ２３５円 ２４円 ４７円 ７１円 

中重度者ケア 

体制加算 
４５単位／日 ４８２円 ４９円 ９７円 １４５円 

科学的介護推進 

体制加算 
４０単位／月 ４２８円 ４３円 ８６円 １２９円 

介護職員等処遇改

善加算（Ⅰ） 
介護総単位数 × ９．２％ 

  

  

実

費 

食費(調理コスト含) ９００円（昼食代・おやつ含） 

紙オムツ・パット 紙オムツ（１００円）・リハビリパンツ（１００円）・パット（５０円） 

 

※「その他の加算」については、居宅介護支援専門員が作成する介護計画書に基づいて徴収させていただきます。 

※基本利用料においては、横浜市特甲地加算１０．７２を算定基準単位に乗じ、算定いたします。 

（サービス利用の中止） 

第５条 利用者がサービスの利用を中止する場合は、すみやかに前記のサービス提供責任者までご連絡ください。 

利用者の都合でサービス利用を中止する場合は、出来るだけサービス利用日の前日までにご連絡をお願 

します。当日のキャンセルは、次のキャンセル料を申し受けることがありますので、ご了承ください。 

期 間 キャンセル料 

サービス利用８：００まで 無料 

サービス利用８：００以降 １００％ 

 


